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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源装置と、
　前記電源装置の外部に位置し、前記電源装置を搭載するための領域を有する熱伝達部材
と、
　前記電源装置及び前記熱伝達部材の間に配置され、前記電源装置及び前記熱伝達部材に
おける互いに向かい合う面にそれぞれ接触するＰＴＣ部材と、を有し、
　前記ＰＴＣ部材は、通電に伴って発熱するとともに、前記熱伝達部材の温度上昇に応じ
てトリップ状態に変化することを特徴とする電源装置の温度調節機構。
【請求項２】
　前記電源装置は、ケース内に電源体とともに収容される液体と、該液体の撹拌に用いら
れる撹拌部材とを有しており、
　前記ＰＴＣ部材及び前記撹拌部材は、前記ケースの壁面を挟んで対向する位置に配置さ
れていることを特徴とする請求項１に記載の電源装置の温度調節機構。
【請求項３】
　前記電源装置のうち前記ＰＴＣ部材と接触する領域以外の領域において、前記電源装置
を前記熱伝達部材から離した状態で支持する支持部材を有することを特徴とする請求項２
に記載の電源装置の温度調節機構。
【請求項４】
　前記電源装置の温度に関する情報に基づいて、前記ＰＴＣ部材への通電を制御する制御
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手段を有することを特徴とする請求項１から３のいずれか１つに記載の電源装置の温度調
節機構。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１つに記載の温度調節機構を備えた車両であって、
　前記熱伝達部材が車両本体であることを特徴とする車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電源体の過度の温度上昇や温度低下を抑制することのできる温度調節機構及
び、この温度調節機構を備えた車両に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電気モータからの駆動力により走行するハイブリッド自動車、燃料電池車および
電気自動車などがある。これらの車両では、電気モータに供給される電力を蓄える二次電
池又はキャパシタ（コンデンサ）が搭載されている。ここで、二次電池の性能や寿命は、
環境温度に大きく依存し、特に、高温時に充放電を行うと、二次電池が著しく劣化してし
まうことがある。
【０００３】
　そこで、二次電池の劣化を抑制するために、二次電池を冷却するための構成が提案され
ている。
【０００４】
　ここで、図６に示すように、ケース１０１内に二次電池１０２及び冷却液１０３を収容
した電池パック１００を、車両本体（例えば、フロアパネル）２００に接触させたものが
ある。この構成では、二次電池１０２で発生した熱を、冷却液１０３を介してケース１０
１に伝達させ、ケース１０１から大気中に放出させたり、ケース１０１に接触した車両本
体２００に伝達させたりしている。これにより、二次電池１０２の温度上昇を抑制するこ
とができる。
【特許文献１】特開２０００－４０５３６号公報（段落００１３等）
【特許文献２】特開平０９－１９０８４１号公報（段落００１６、図２等）
【特許文献３】特許第２７０２３７２号（段落００１３、図１等）
【特許文献４】特開２００６－１５６０２４号公報（段落００３７、図１等）
【特許文献５】特開平０６－１３０６７号公報
【特許文献６】特開２００５－２９５６６８号公報（段落００２６、図２等）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した電池パック１００を車両本体２００に接触させた構成では、以
下に説明する不具合が生じてしまう。
【０００６】
　上述した構成では、電池パック１００が車両本体２００に常に接触しているため、環境
温度によっては、電池パック１００が過度に冷却されたり、過度に加熱されたりしてしま
うことがある。
【０００７】
　例えば、冬においては、車両本体２００の温度が氷点下に到達することがあり、この場
合には、車両本体２００に接触した電池パック１００（二次電池１０２）が過度に冷却さ
れてしまう。また、夏においては、車両本体２００の温度が上昇し、車両本体２００に接
触した電池パック１００が過度に加熱されてしまう。
【０００８】
　ここで、二次電池においては、所定の温度範囲内において、十分な電池特性を得ること
ができ、二次電池の温度が上記温度範囲の下限値よりも低かったり、上限値よりも高かっ
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たりする場合には、十分な電池特性を得ることができない。
【０００９】
　したがって、電池パック１００を車両本体２００に接触させたままの構成では、電池パ
ック１００の過度の冷却や加熱が生じ、十分な電池特性を得ることができないことがある
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明である電源装置の温度調節機構は、電源装置と、電源装置の外部に位置し、電源
装置を搭載するための領域を有する熱伝達部材と、電源装置及び熱伝達部材の間に配置さ
れ、電源装置及び熱伝達部材における互いに向かい合う面にそれぞれ接触するＰＴＣ部材
と、を有する。ＰＴＣ部材は、通電に伴って発熱するとともに、熱伝達部材の温度上昇に
応じてトリップ状態に変化する。
【００１２】
　また、電源装置が、ケース内に電源体とともに収容される液体と、液体の撹拌に用いら
れる撹拌部材とを有している場合には、ＰＴＣ部材及び撹拌部材を、ケースの壁面を挟ん
で対向する位置に配置することができる。このとき、ＰＴＣ部材は、電源装置のうち熱伝
達部材と対向する面のうち一部の領域と接触している。そして、電源装置のうちＰＴＣ部
材と接触する領域以外の領域において、電源装置を熱伝達部材から離した状態で支持する
支持部材を設けることができる。
【００１３】
　一方、電源装置の温度に関する情報に基づいて、ＰＴＣ部材への通電を制御する制御手
段を設けることができる。具体的には、電源装置の温度が閾値よりも低い場合において、
通電によってＰＴＣ部材を発熱させることにより、電源装置の温度低下を抑制できる。
【００１４】
　本発明の温度調節機構は車両に搭載することができ、熱伝達部材を車両本体とすること
ができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、電源装置及び熱伝達部材の間に、ＰＴＣ部材を配置しているため、電
源装置が発熱した場合には、この熱を、ＰＴＣ部材を介して熱伝達部材に伝達させること
ができる。これにより、電源装置の温度上昇を抑制できる。
【００１６】
　また、熱伝達部材が過度に加熱された場合には、ＰＴＣ部材がトリップすることにより
、熱伝達部材の熱を電源装置に伝達しにくくすることができ、電源装置の温度上昇を抑制
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施例について説明する。
【実施例１】
【００１８】
　本発明の実施例１である温度調節機構について、図１～図３を用いて説明する。
【００１９】
　ここで、図１は、電池パックの温度調節機構の概略を示す断面図である。また、図２は
、温度調節機構の動作制御を行う構成を示すブロック図であり、図３は、温度調節機構の
動作制御を示すフローチャートである。なお、図１～図３において、同一の部材について
は、同一符号を用いている。
【００２０】
　図１において、電池パック（電源装置）１０は、電池ケース１１と、電池ケース１１内
に収容される組電池（電源体）１２及び液体１３とを有している。組電池１２は、円筒型
の複数の単電池１２ａを有しており、両端側から狭持部材（不図示）によって狭持されて
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いる。また、複数の単電池１２ａは、バスバー（不図示）によって電気的に直列に接続さ
れている。
【００２１】
　組電池１２には、正極用及び負極用の配線（不図示）が接続されており、これらの配線
は、電池ケース１１を貫通して、電池ケース１１の外部に配置された電子機器（例えば、
モータ）に接続されている。
【００２２】
　ここで、本実施例では、単電池１２ａとして、円筒型の二次電池を用いている。二次電
池としては、ニッケル－水素電池やリチウムイオン電池等がある。なお、単電池１２ａの
形状は、円筒型に限るものではなく、角型等の他の形状であってもよい。また、本実施例
では、二次電池を用いているが、二次電池の代わりに、電気二重層キャパシタ（コンデン
サ）や燃料電池を用いることもできる。ここでいう、二次電池等は、上述した電子機器の
電源となる。
【００２３】
　液体１３は、組電池１２の外周面及びケース１３の内壁面に接触している。ここで、充
放電等により組電池１２が発熱した場合において、組電池１２に接触する液体１３は、組
電池１２との熱交換を行うことにより、組電池１２の温度上昇を抑制する。組電池１２と
の熱交換が行われた液体１３は、電池ケース１１内で自然対流することにより、電池ケー
ス１１の内壁面と接触する。これにより、液体１３の熱が電池ケース１１に伝達されるこ
とになる。
【００２４】
　なお、本実施例では、電池ケース１１内の液体１３を、温度差を利用して自然対流させ
ているが、これに限るものではない。例えば、電池ケース１１内に、液体１３を強制的に
流動させるための撹拌部材を配置することができる。
【００２５】
　液体１３としては、絶縁性の油や不活性液体を用いることができる。絶縁性の油として
は、シリコンオイルが用いられる。また、不活性液体としては、フッ素系不活性液体であ
る、フロリナート、Ｎｏｖｅｃ　ＨＦＥ(hydrofluoroether)、Ｎｏｖｅｃ１２３０（スリ
ーエム社製）を用いることができる。
【００２６】
　また、本実施例では、液体を用いているが、液体の代わりに、空気や窒素等の気体を用
いることもできる。
【００２７】
　上述した構成の電池パック１０は、車両に搭載されており、車両内のモータ等に対して
電力を供給（放電）したり、車両の減速時等に発生する回生エネルギを回収（充電）した
りする。
【００２８】
　電池パック１０の底面と、車両本体（熱伝達部材）３０との間には、シート状のＰＴＣ
（Positive Temperature Coefficient）ヒータ（発熱体）２０が配置されている。すなわ
ち、ＰＴＣヒータ２０は、一方の面において電池パック１０の底面全体と接触しており、
他方の面において車両本体３０の表面と接触している。
【００２９】
　ここで、車両本体３０としては、例えば、フロアパネルや、車両のフレームがある。
【００３０】
　ＰＴＣヒータ２０は、一定電圧を印加すると初期抵抗に応じた電流が流れて自己発熱に
より温度が上昇するが、キュリー温度に到達すると急激に抵抗が増加して電流も急激に減
少する性質を有する。
【００３１】
　ＰＴＣヒータ２０としては、例えば、高純度のチタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）に、
半導体化のために添加物として希土類元素を加えるとともに、抵抗急峻性を良好にする添
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加物としてＭｎ、Ｃｒ、Ｂ等を微量添加して焼結したセラミックスを用いることができる
。また、上述した材料組成と量を適宜設定することにより、キュリー温度を略－２０～３
００℃の範囲内において任意に設定することができる。
【００３２】
　図２において、電池パック１０には、第１の温度センサ４１が設けられており、コント
ローラ（制御手段）５０は、第１の温度センサ４１からの出力を受けて電池パック１０の
温度情報を取得（検出）することができる。
【００３３】
　ここで、第１の温度センサ４１は、組電池１２の温度を直接的又は間接的に検出できる
ものであればよい。例えば、第１の温度センサ４１を電池ケース１１内の組電池１２に直
接、接触させて、組電池１２の温度を検出することもできるし、電池ケース１１内の液体
１３に接触させて、組電池１２の温度を間接的に検出することもできる。
【００３４】
　第２の温度センサ４２は、車両本体３０の温度を検出するためのセンサであり、この検
出結果をコントローラ５０に出力する。ここで、第２の温度センサ４２は、車両本体３０
の温度を直接的又は間接的に検出できるものであればよい。
【００３５】
　そして、第２の温度センサ４２としては、車両に設けられた既存のセンサを用いること
もできる。また、車室内のエアコンの温度調節状態に基づいて、車両本体３０の温度を推
定することも可能である。この場合には、第２の温度センサ４２を設ける必要はない。
【００３６】
　コントローラ５０は、以下に説明する制御の他に、車両が所望の運転状態となるように
車両に搭載された機器類を制御することができる。
【００３７】
　電池パック１０（組電池１２）の出力（高電圧）は、ＤＣ／ＤＣコンバータ６０に出力
され、ＤＣ／ＤＣコンバータ６０において所定の電圧（低電圧）に変換される。ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータ６０及びＰＴＣヒータ２０との間には、スイッチ回路７０が設けられている
。スイッチ回路７０は、コントローラ５０からの制御信号を受けて、オン状態とオフ状態
の間で切り替わるようになっている。
【００３８】
　スイッチ回路７０がオン状態である場合には、ＤＣ／ＤＣコンバータ６０の出力がＰＴ
Ｃヒータ２０に入力され、オフ状態である場合には、ＰＴＣヒータ２０への通電が遮断さ
れる。これにより、ＰＴＣヒータ２０を発熱させたり、発熱を停止させたりすることがで
きる。
【００３９】
　なお、本実施例では、電池パック１０（組電池１２）の電力を用いて、ＰＴＣヒータ２
０を駆動するようにしているが、車両内に設けられた他の電源を用いてＰＴＣヒータ２０
を駆動するようにしてもよい。他の電源としては、例えば、１２Ｖの電圧を出力するバッ
テリ（いわゆる、補機バッテリ）を用いることができる。
【００４０】
　また、本実施例では、ＤＣ／ＤＣコンバータ６０を用いて組電池１２の高電圧を低電圧
に変換しているが、組電池１２の出力をこのままＰＴＣヒータ２０に入力させることもで
きる。
【００４１】
　次に、図３に示すフローチャートを用いて、コントローラ５０の制御動作について説明
する。ここで、本実施例において、電池パック１０の温度変化に伴うＰＴＣヒータ２０の
通電制御と、車両本体３０の温度変化に伴うＰＴＣヒータ２０の通電制御は、別々に行う
ようにしているが、これらの制御は同じ動作であるため、以下の説明では、まとめて説明
する。
【００４２】
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　ステップＳ１において、コントローラ５０は、第１の温度センサ４１からの出力信号を
受けて、電池パック１０の温度情報を取得する。また、コントローラ５０は、第２の温度
センサ４２からの出力信号を受けて、車両本体３０の温度情報を取得する。
【００４３】
　ステップＳ２において、コントローラ５０は、第１の温度センサ４１によって検出され
た温度が閾値以上であるか否かを判別する。ここで、検出温度が閾値以上である場合には
、ステップＳ４に進み、検出温度が閾値よりも低い場合には、ステップＳ３に進む。
【００４４】
　また、コントローラ４０は、第２の温度センサ４１によって検出された温度が閾値以上
であるか否かも判別する。ここで、検出温度が閾値以上である場合には、ステップＳ４に
進み、検出温度が閾値よりも低い場合には、ステップＳ３に進む。
【００４５】
　上述した閾値とは、過度の冷却により電池パック１０（組電池１２）の電池特性に悪影
響を与える温度であり、適宜設定することができる。この閾値は、組電池１２の適正温度
範囲の下限値に基づいて設定することができ、例えば、０℃に設定することができる。
【００４６】
　なお、電池パック１０及び車両本体３０の温度は、略近似した値を示すことが多いが、
例えば、冬等の環境下では、車両本体３０の温度が電池パック１０の温度よりも極端に低
くなることがある。また、夏等の環境下では、車両本体３０の温度が電池パック１０の温
度よりも極端に高くなることがある。
【００４７】
　ステップＳ３において、コントローラ５０は、スイッチ回路７０をオン状態とすること
により、ＰＴＣヒータ２０への通電を行う。これにより、ＰＴＣヒータ２０が発熱し、電
池パック１０や車両本体３０が温められることになる。
【００４８】
　すなわち、電池パック１０の温度が閾値よりも低い場合には、組電池１２の電池特性が
劣化してしまうことがあるが、ＰＴＣヒータ２０によって電池パック１０を温めることに
より、電池パック１０（組電池１２）の温度低下を抑制することができる。これにより、
組電池１２に対して、所望の電池特性を維持させることができる。
【００４９】
　また、例えば、冬において車両本体３０が過度に冷却された場合には、車両本体３０上
に配置された電池パック１０も過度に冷却されてしまうことがある。そこで、本実施例で
は、車両本体３０が過度に冷却された場合にも、ＰＴＣヒータ２０を発熱させることによ
り、電池パック１０が過度に冷却されるのを抑制するようにしている。
【００５０】
　ステップＳ４において、コントローラ５０は、スイッチ回路７０をオフ状態とすること
により、ＰＴＣヒータ２０への通電を禁止する。ここで、充放電等によって組電池１２が
発熱した場合には、上述したように、液体１３を介して電池ケース１１に伝達される。そ
して、電池ケース１１に伝達された熱は、電池ケース１１の外表面から大気中に放出され
たり、ＰＴＣヒータ２０を介して車両本体３０に伝達されたりする。
【００５１】
　この場合において、ＰＴＣヒータ２０は発熱していないため、組電池１２で発生した熱
の多くは、ＰＴＣヒータ２０を介して車両本体３０に伝達されることになる。これにより
、組電池１２の温度上昇を抑制することができ、温度上昇に伴う電池特性の劣化を抑制す
ることができる。
【００５２】
　ここで、車両本体３０や電池パック１０（組電池１２）の温度に応じた、ＰＴＣヒータ
２０への通電制御の一例を表１に示す。
【００５３】
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【表１】

　表１に示す場合においては、ステップＳ２で説明した閾値が、０～２０℃の範囲内の値
に設定されている。
 
【００５４】
　表１に示すように、車両本体３０の温度が高温（８０℃）に到達した場合には、ＰＴＣ
ヒータ２０が車両本体３０からの熱を受けることにより、トリップする。この場合には、
ＰＴＣヒータ２０での熱伝達率が低下し、車両本体３０の熱が電池パック１０に伝わりに
くくなる。
【００５５】
　このように、電池パック１０が車両本体３０から熱を受けるのを抑制することで、電池
パック１０の温度上昇を抑制でき、組電池１２の電池特性が劣化してしまうのを抑制する
ことができる。
【００５６】
　一方、電池パック１０の温度が０℃や－３０℃である場合には、ＰＴＣヒータ２０への
通電が行われ、ＰＴＣヒータ２０の発熱によって電池パック１０が温められることになる
。これにより、電池パック１０（組電池１２）が過度に冷却されて、電池特性が低下して
しまうのを抑制することができる。
【００５７】
　本実施例のようにＰＴＣヒータ２０を用いれば、以下に説明する効果が得られる。
【００５８】
　すなわち、ＰＴＣヒータ２０では、上述した特性を有しているため、温度の低下した領
域だけを発熱させることができる。このため、本実施例のように、ＰＴＣヒータ２０を電
池パック１０の底面全体に接触させた構成であっても、電池パック１０のうち冷えた部分
だけを温めることができる。これにより、電池パック１０との接触面全体を略均一に温め
ることができる。
【００５９】
　また、ＰＴＣヒータ２０は、通電によって急速に発熱することができるため、電池パッ
ク１０の温度を特定の温度まで到達させる時間を短縮することができる。さらに、電池パ
ック１０の温度に対して車両本体３０の温度が高い場合には、上述したようにＰＴＣヒー
タ２０がトリップすることにより、車両本体３０及び電池パック１０の間における熱伝達
を抑制でき、電池パック１０が過度に加熱されるのを抑制できる。
【００６０】
　なお、本実施例では、電池パック１０（組電池１２）及び車両本体３０の温度を検出す
るようにしているが、電池パック１０の温度だけを検出するようにしてもよい。すなわち
、車両本体３０が過度に冷却された場合には、上述したように電池パック１０も過度に冷
却されるおそれがあるが、電池パック１０の温度を監視しておき、電池パック１０の温度
が極端に低下する前に、ＰＴＣヒータ２０を発熱させることができる。
【００６１】
　また、本実施例では、電池パック１０を、ＰＴＣヒータ２０を介して車両本体３０上に
配置した構成であるが、これに限るものではない。例えば、車両本体３０に他の部材（い



(8) JP 4513816 B2 2010.7.28

10

20

30

40

50

わゆる、熱伝達部材）を接触させ、他の部材に対して電池パック１０を配置する場合には
、他の部材と電池パック１０との間にＰＴＣヒータ２０を配置することができる。
【００６２】
　さらに、本実施例では、発熱体としての機能を備えたＰＴＣヒータ２０を用いたが、発
熱体としての機能を持たないものを用いることもできる。すなわち、ＰＴＣを含む部材を
用いることができる。この場合には、上述したように、過度に加熱された車両本体３０に
よって、電池パック１０が過度に加熱されるのを抑制できる。
【実施例２】
【００６３】
　次に、本発明の実施例２である温度調節機構について、図４を用いて説明する。ここで
、図４は、本実施例の温度調節機構の構成を示す概略図である。なお、実施例１で説明し
た部材と同一の機能を有する部材については、同一符号を用いている。
【００６４】
　本実施例において、電池パック１０は、実施例１と同様に、電池ケース１１と、電池ケ
ース１１内に収容された組電池１２及び液体１３を有している。
【００６５】
　また、電池ケース１１内には、電池ケース１１内の液体１３を撹拌させるための撹拌部
材１４が配置されている。撹拌部材１４は、図５に示すように、電池ケース１１の壁面に
沿って延びる軸部１４ａと、軸部１４ａの表面に形成された撹拌羽根１４ｂとを有する。
【００６６】
　なお、撹拌部材１４は、図５に示す構成に限るものではなく、液体１３を電池ケース１
１内で循環させることができるものであれば、いかなる構成であってもよい。
【００６７】
　撹拌部材１４は、モータ１５に連結されており、モータ１５からの動力を受けることに
より回転可能となっている。モータ１５には、組電池１２又は他の電源からの電力を供給
することができる。モータ１５としては、電磁モータ等を用いることができる。電磁モー
タを用いれば、電池ケース１１の壁面に開口部を形成することなく、撹拌部材１４を駆動
することができる。
【００６８】
　一方、電池ケース１１のうち、撹拌部材１４が配置された領域と、車両本体３０との間
には、シート状のＰＴＣヒータ２０が配置されている。また、電池ケース１１のうち、撹
拌部材１４が配置された領域以外の領域と、車両本体３０との間には、電池ケース１１を
支持するための複数の支持部材２１が配置されている。
【００６９】
　すなわち、本実施例では、電池パック１０及び車両本体３０の間に、電池パック１０の
底面よりも面積の小さいＰＴＣヒータ２０を配置しているため、ＰＴＣヒータ２０の厚み
に相当する高さを有する支持部材２１を設けることにより、電池パック２０を車両本体３
０に対して略平行に配置している。
【００７０】
　本実施例では、実施例１と同様に、コントローラ５０によって、ＰＴＣヒータ２０の駆
動が制御される（図２，３参照）。すなわち、コントローラ５０は、電池パック１０の温
度が閾値よりも低い場合には、ＰＴＣヒータ２０への通電を行い、電池パック１０の温度
が閾値以上である場合には、ＰＴＣヒータ２０への通電を遮断する。また、車両本体３０
の温度を検出しておき、車両本体３０が過度に冷却されたときに、ＰＴＣヒータ２０への
通電を行うこともできる。
【００７１】
　ここで、電池ケース１１内の撹拌部材１４は、常に回転させておいてもよいし、ＰＴＣ
ヒータ２０への通電に応じて回転させるようにしてもよい。常に回転させておけば、充放
電等によって発熱した組電池１２を効率良く冷却させることができる。また、ＰＴＣヒー
タ２０への通電に応じて回転させれば、ＰＴＣヒータ２０の駆動に伴う電力消費を抑制で
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【００７２】
　本実施例においても、電池パック１０の温度に応じて、ＰＴＣヒータ２０への通電及び
非通電を切り換えているため、実施例１と同様の効果を得ることができる。
【００７３】
　ここで、本実施例では、電池ケース１１のうち、ＰＴＣヒータ２０の近傍に撹拌部材１
４を配置しているため、ＰＴＣヒータ２０によって温められた液体を撹拌部材１４の回転
によって電池ケース１１の全体で流動させることができる。これにより、電池パック１０
が冷えている場合には、電池パック１０を効率良く温めることができる。また、実施例１
に比べて、ＰＴＣヒータ２０を小型化することができ、コストアップを抑制することがで
きる。
【００７４】
　なお、撹拌部材１４は、ＰＴＣヒータ２０によって温められた液体１３を電池ケース１
１内で効率良く流動させる位置に設ければよく、図４に示すように、ＰＴＣヒータ２０の
真上に設ける必要はない。
【００７５】
　また、本実施例では、複数の支持部材２１を用いることによって、電池パック１０の底
面を車両本体３０の上面から離している。すなわち、電池パック１０及び車両本体３０の
間に空気層を形成している。これにより、車両本体３０が過度に冷却又は加熱された場合
に、電池パック１０が過度に冷却又は加熱されるのを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明の実施例１において、車両本体上における電池パックの配置構成を示す図
である。
【図２】実施例１において、電池パックの温度調節を行うための構成を示すブロック図で
ある。
【図３】ＰＴＣヒータの通電制御を示すフローチャートである。
【図４】本発明の実施例２である温度調節機構の構成を示す概略図である。
【図５】撹拌部材の構成を示す概略図である。
【図６】従来の電池パックの配置例を示す概略図である。
【符号の説明】
【００７７】
１０：電池パック（電源装置）
１２：組電池
２０：ＰＴＣヒータ（発熱体）
３０：車両本体（熱伝達部材）
５０：コントローラ
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【図２】
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【図４】
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